
適時開示体制図

※１「決算情報」および「発生事実」のうち、取締役会決議事項である場合は取締役会に上程、そうではない

　　場合は総責任者へ報告します。

※２総責任者の判断による情報開示の後、取締役会に事後報告する場合があります。
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